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ベトナム公安省職員への火災予防技術専科研修

　消防庁では、日本の消防用機器等に関する規格・認証
制度や優れた性能・品質を積極的に発信することにより、
消防用機器等の海外展開の推進に取り組んでいるところ
です。
　特に、日本の消防用機器等に関する規格・認証制度に
高い関心を示しているベトナムとは、平成 30年 10 月
に「日本国総務省とベトナム社会主義共和国公安省との
消防分野における協力覚書」（以下「覚書」という。）を
締結しています。
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１　はじめに

覚書の協力範囲
〇火災予防政策並びに法令、規格及び認証制度
〇人材育成及び能力形成
○協働の進展に向けた協力

２　「火災予防技術専科研修」の実施

　上記覚書に基づき、令和７年12月及び令和８年１月
に、ベトナム公安省職員に対して、日本の消防用機器等
に関する検定実務等への理解を深め、日本の規格や製品
へのベトナムにおける信頼性向上に資することを目的と
して、火災予防技術専科研修を実施しました。

　火災予防技術専科研修では、消火器研修プログラム及
び警報設備研修プログラムを設け、各プログラムに応じ
た消防用機器等の講義、検定実務に関する講習を日本消
防検定協会にて実施しました。

　消防庁としては、今後も覚書に基づき、必要な協力を
行うとともに、ベトナム国内において、日本規格に適合
する消防用機器等の流通につながるよう日本の消防関連
規格、認証制度の普及に努めていきます。

　また、当該研修の一環として、警報設備研修プログラ
ムでは、全国消防機器協会海外展開支援センター会員で
ある、能美防災株式会社及びニッタン株式会社の製造工
場等を視察しました。

試験機や実機を用いた研修の様子

閉講式にて

３　おわりに
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